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Educational Meaning of ‘Negative Liberty’ in Berlin’s Thought
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Abstract: The purpose of this paper is to provide an understanding of the two concepts of 
liberty in continuity with the philosophical arguments conceived early in Berlin's thought, and 
to further clarify the value of “negative liberty” and its implications for educational research. 
Berlin, along with his colleagues at Oxford University, was primarily critical of the logical 
positivists. He took issue with the fact that logical positivists base their arguments on the 

“correspondence model,” which attempts to make a one-to-one correspondence between certain 
propositions and the world and pointed out three fallacies underlying such thinking. Through 
these points, we were able to clarify that the grasp of the world based on the “correspondence 
model” has a problem in principle and to confi rm that it was the prototype for the criticism of 
monism, which later became the core of his thought. Then, in the Two Concepts of Liberty, he 
develops the criticism that positive liberty grasps the world in a monistic way. Asserting the 
importance of negative liberty on a pluralistic foundation, Berlin fi nds the value of negative 
liberty in understanding it as a condition for the exercise of freedom. However, it became clear 
that such conditions and freedom need to be distinguished, and that while recognizing the 
importance of developing conditions, we must not forget the value of negative liberty itself, 
which is “the absence of obstacles to possible choices and activities. Among several suggestions, 
I argued that we should be cautious about translating problems into a more understandable 
form, no matter how diffi  cult they may be to solve.
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１．はじめに

　近年の教育学では，政治哲学・政治理論における議
論や政治哲学者の思想を援用する研究がみられるよう
になった（宮寺 2014, 小玉 2016, 生澤 2019, 髙宮 2021
年）。これらの研究ではジョン・ロールズやハンナ・ア
レントなど，社会科学全般において影響力を有してい
る人物だけではなく，チャールズ・テイラーや J・S・

ミルなど政治哲学・政治理論の分野において著名な
人物が取り上げられている。本稿において注目するア
イザイア・バーリンは，教育学研究においてロールズ
やアレントほどの影響力は有していない一方，ロール
ズがオックスフォード大学に留学していた際に交流が
あったとともに，『正義論』に続く著作『政治的リベラ
リズム』ではバーリンの『二つの自由概念』を参照し，
市民は平等で異なる存在でありながら通約不可能で相
容れない善の諸構想を有するというリベラリズムの前
提を共有している（Rawls 2005, p.303＝361頁）。また



─ 205 ─

髙須　明根

アレントに対しては批判的な姿勢をみせていたことが
明らかにされており１，両者の思想的な立場の違いにつ
いて比較する研究もおこなわれている（Hiruta 2021）。
　このように，バーリンについてはこれまで教育学研
究で援用されてきた政治哲学者との関わりを指摘する
ことができることに加えて，彼はとりわけ政治的な自
由についての議論で外すことのできない論者となって
いる（関口 1991, １頁）。バーリンの自由に関する議論
でユニークなのは，「積極的自由（positeve liberty）」
と「消極的自由（negative liberty）」という区別を設
け，「消極的自由」を擁護する立場を主張した点にある。
バーリンは「消極的自由」を他者からの干渉の不在と
して定義し，自己支配や自己決定を意味する「積極的
自由」が有する危険性，すなわち「人々の「真」の目
的を実現するという名目で，人々を嚇し，抑圧し，拷
問にかけることを可能とする」（濱 2017, ⅳ頁）こと
をを批判し，価値の多元性を肯定するためにも「消極
的自由」の擁護が必要であることを指摘した。
　このようなバーリンの主張は政治的な自由について
考察する上で大きなインパクトを与えるものであると
同時に，これまで多くの批判がなされてきた。齋藤

（2005）は，バーリンが提唱した「消極的自由」とい
う概念の問題点を次の６点にまとめている。すなわち，

「（１）選択肢を質的に区別し，その価値を比較する視
点を欠いているという点，（２）選択肢が行為者にとっ
て現実的にアクセス可能なものであるかどうかを度外
視する点，（３）選択肢が行為者自身の内的な制約に
よって閉じられることを問題化しえないという点（４）
意図的な干渉によらない構造的要因ゆえに生じている
不自由や不作為によって放置されている不自由を自由
の制約・剥奪としてとらえることができないという点，

（５）干渉が不在である場合にも支配が存在すること
を適切に批判しえないという点，（６）他者との〈間〉
ではじめて享受されうるような政治的自由をその概念
から締めだしているという点」（齋藤 2005, 53-54頁）
である。
　上記の問題点は，確かに「消極的自由」を批判する
ものとして挙げられているが，現代社会の問題，さら
には教育の問題として問い続けられているものでもあ
る。例えば，（２）の点は教育と平等というテーマの
もと，いかに充分な教育内容を保障することができる
か，または教育制度・政策における「平等（equality）」
と「公正（equity）」をどのように理解すれば良い
かといった論点のもと議論が進められている（平井 
2019, Goto 2024）。その他も，ジェンダー論を援用し
ながら公と私を問い直し，公教育における男女平等を
どのように達成していくのかについて考察する研究も

おこなわれている（木村 2000）。このように，バーリ
ンが提唱する「消極的自由」という概念は定義の狭さ
不徹底さから幾らかの課題を有してはいるものの，他
方で未だ「消極的自由」をめぐって議論が積み重ねら
れてきており，そのような批判では貶めることができ
ない価値があると思われる。つまり，「積極的自由」
と「消極的自由」という概念を区別することで我々の
自由の理解の前提が明らかになるとともに，その理解
が教育学研究に対して示唆を与える可能性を有してい
ると考える。
　以上をふまえて本稿では，バーリンの提唱する「消
極的自由」と「積極的自由」という概念について，彼
のキャリアの前期に構想された哲学的な議論との連続
のもと理解し，とりわけ「消極的自由」概念が発展的
に変化したことを踏まえて，それらが教育学研究に与
える示唆を見出すことを目的とする。なぜ彼の哲学的
な議論に着目するのか。それは，彼が哲学者として研
究者のキャリアをスタートさせたからである。そして
彼は自身の思想が英米哲学とカントによって形成され
たと語っており（Jahanbegloo 2007, p.49＝79頁），そ
のことからも彼の哲学的な議論を押さえる意義を見出
すことができるだろう。加えて，「消極的自由」とい
う概念に対して様々な批判を受けることを通してバー
リンは自由の理解の前提を問い直すに至った。その過
程も確認することで消極的自由の価値が明らかになる
とともに，教育学研究に資する意義も提示することが
できると考える。

２．バーリンの経歴

　まずは，バーリンの経歴について簡潔にまとめ，人
物像を把握することとしたい。バーリンは，1909年に
帝国ロシア領内のラトヴィアの首都リガにて，裕福な
ユダヤ人材木商人の家庭に生まれた。第一次世界大戦
の勃発により，バーリン一家はユダヤ人の強制移送か
ら逃れるために内陸のペトログラードへ転居し，ロシ
ア革命を目の当たりにすることになる。当時８歳で
あった彼は，警官が暴徒に引きずり回され苦しんでい
る光景を目撃し，それ以降生涯にわたって身体的な暴
力を恐れるようになったと語っている（Jahanbegloo 
2007, p.4＝15頁）。
　ロシア革命後，一家は渡英し1928年にバーリンは
オックスフォード大学に進学する。1932年にはユダヤ
人としては初となるオール・ソウルズ・カレッジの
フェローに選ばれ，その後長らくオックスフォード大
学で過ごすこととなる。当時のオックスフォード大学
では哲学に関する研究が盛んであり，とりわけギル
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バート・ライルや J・L・オースティン，ピーター・
ストローソンら「日常言語学派」が隆盛を生み出して
いた２。政治理論や思想史の研究者として知られてい
るバーリンであるが，研究者としての初期にはオース
ティンらと研究会を通して知覚や自己同一性の問題に
ついて議論し，哲学者としてのキャリアを歩んでいた

（PI, pp.166-167＝153-154頁）。
　第二次世界大戦中に戦時勤務を経験しその後大学に
復帰すると，彼の関心は思想史へと移った。その理由
をバーリンは，哲学を評論や詩のような分野だと感じ，
人生を終わるときには人間のことについてより知るこ
とができる分野を選ぶべきと考えたからだと述べてい
る３（Ignatieff  2000, p.131＝144-145頁）。それからは，
歴史的な現実感覚についてトルストイやメストルに触
れながら論じた『ハリネズミと狐』（1953年）や歴史
的決定論を批判した『歴史の必然性』（1954年）など
を著し，1958年のチチェレ社会・政治理論講座の教授

（Chichele professor of socioal and political theory at 
university）への就任演説『二つの自由概念』は大き
な反響を呼ぶこととなった。
　1960年代には，歴史家の E・H・カーとの論争，ロ
マン主義に関する著作を発表し，イェルサレム賞（1979
年）やエラスムス賞（1983年）を受賞することとなっ
た。このように，バーリンは研究者としての初期は哲
学者としてのアイデンティティがあったが，哲学に関
する考えの変化，そして戦時勤務を通じてより人間の
ことについて知りたいとの想いから思想史，または政
治理論について研究することになった。

３．バーリン思想における哲学的な議論

3-1. 論理実証主義批判
　前節において確認した通り，バーリンは哲学者とし
てキャリアをスタートさせていた。以下では，森（2001, 
2018）を中心に参照することで，哲学的な議論の展開
を概観する。彼は哲学者として，「日常言語学派」や

「オックスフォード哲学」と総称される研究者たちと
交流しており，彼らの研究の特徴を次のようにまとめ
ている。

オックスフォード哲学とは，何かを伝えるために多
様な表現がいかに用いられているか，そして何が有
効で何が有効でないかを独断的な規則によらずに理
解することを意図した言葉や表現が，間違った言葉
と表現の選択，間違った言葉と表現の区別のために
いかにして混乱に陥ったかを検討するものである。

（Jahanbegloo 2007, p.151＝221頁）

このように，彼らは言葉の使われ方に着目し，哲学の
問題の多くが言語の混乱した使用や無自覚の濫用に
よってもたらされているという考えを抱いていた。そ
して，論敵として論理実証主義（logical positivism）
を主張する者たちを取り上げ，バーリンもその主張を
批判する立場に立っていた（森 2001, 158頁）。
　論理実証主義とは，19～20世紀にかけて学問分野が
専門化していった時代背景のもと，数学や物理学等が
個別科学として確立される中で哲学の果たすべき役割
が問われ，論理的な分析を重視した哲学の運動を指し
ている（田中 2019, 94-95頁）。バーリンは特に A・J・
エイヤーの著作『言語・真理・論理』を念頭に置き，

（ⅰ）論理実証主義者たちが支持する検証可能性原理
（verifi ability principle）を批判的に考察するとともに，
（ⅱ）論理実証主義のみならず多くの哲学者が前提と
してきた誤謬を詳細に考察することでエイヤーらが主
張する内容に含まれる問題を明らかにしようとした４

（森 2018, 37頁）。
　では，具体的にどのように批判を展開していったの
か。ここでは紙幅の都合上，（ⅱ）に焦点を当てて確
認することとしたい。（ⅱ）の議論は，彼が指摘して
いるように論理実証主義だけではなく，多くの哲学者
が想定しているとされる前提に対して疑問を投げかけ
ており，バーリンの哲学的な思想を理解する上で重要
な位置を占めていると考えられる。
　先に，以降のバーリンの主張の要を示しておきたい。
それは，一元論（monism）批判である。彼が多元論
の立場に立っていることはさまざまな著作においてみ
られる５。そのようなバーリンの政治観を J・グレイ
は「アゴニスティックな自由主義」と表現している

（Gray 2013＝2009年）。バーリンは，「我々が日常的経
験において遭遇する世界は，いずれも等しく究極的で
あるような諸目的，そしてそのあるものを実現すれば
不可避的に他のものを犠牲にせざるを得ないような諸
目的の間での選択を迫られている世界である」（TCL, 
pp.213-214＝Ⅱ，383頁）と考え，究極的・最終的な
解決があるという信仰（一元論）を批判する。このよ
うに，多元論の立場に立った上で今後の議論が主張さ
れることを理解した上で彼の哲学的な思想を確認して
いきたい。
　
3-2. 「対応モデル」に起因する誤謬
　バーリンは，ギリシャ哲学の初期から現代の哲学
に至るまで哲学者を悩ませてきた思考に関する誤謬

（fallacy）があるという。それは，「一見異なるタイ
プの命題をある一つのタイプに翻訳しようとする願
望」（CC, p.73）である。例えば，「マットの上に猫が
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いる」という文は話し手の目の前に猫がいてマットの
上に乗っていることを指し示せば明らかに真であると
いえよう。しかし，猫がマットから離れ，「猫はもう
マットの上にいない」と記述した場合，その不在であ
る状況を指し示すという形で文を検証することはでき
ない。つまりこのような文のように，否定的な事実は

「現実（reality）」の「特徴（feature）」といえるのか，
という疑問が浮かぶのである（CC, p.77）。
　上記の例からは，命題には問題が引き起こされない

「好ましい（good）」ものと，面倒な問題を含む「厄
介な（diffi  culty）」ものがあるということがわかる。
そして，「厄介な」命題というものをいかに「好ましい」
命題へと翻訳するかについて，さまざまな方法が提起
されてきた。
　具体的に提起された方法は大きく二つに分けられ
る。一つは，「デフレ的（defl ationary）」方法である。
この方法は，まさに「厄介な」命題をより「好ましい」
命題へと翻訳するために，基本的な文を設定し，その
ような文から論理的に構成することによって世界を記
述する。しかし，この方法は論理的に構成するあまり
に豊富な意味の世界を捨象することにつながり，結果
として何も残らない事態を導くこととなる。
　そしてもう一つの方法として，「インフレ的

（infl ationary）」方法がある。この方法では，「厄介な」
命題を破棄されるべきものとみなさず，理解可能な命
題として受け入れる。この方法の帰結はいうまでもな
く，過剰に存在しないものや現実世界と関連づけられ
ないものを生み出すことへとつながった（CC, p.86）。
　バーリンはこの二つの方法について「プロクルステ
スの寝床（Procrustean bed）」の比喩を用いて次のよ
うに説明する。この比喩は，ギリシャ神話における強
盗プ ロクルステスが，捕まえた人を寝床に寝かせ，寝
床から身体がはみ出す者は足を切り，寝床よりも小さ
い者は無理に体を引き伸ばしたという物語を由来とし
ている。二つの方法のうち，「デフレ的」方法は論理
的な構成に合わないものを切り捨てる考え，そして

「インフレ的」方法は存在しないものなどを増やそう
とする考えであり，これらの方法から帰結される課題
は「対応モデル（correspondence model）」を想定す
ることで生じるものだと述べる６。つまり，「デフレ的」
方法は「すべての命題が等しくその対象と相対してい
る」と考え，「インフレ的」方法は「好ましい」命題
が「現実世界と向かい合っている」と考えているので
ある（CC, p.89）。
　ここまで，あるタイプの命題に翻訳しようとする願
望に基づく誤謬が「対応モデル」に起因して生じてい
ることを確認してきた。そしてバーリンはこの誤謬に

加えて，そのような思考を支配する根本的な誤謬を三
つ提示している。

3-3. 三つの誤謬
　 一 つ 目 の 誤 謬 は「 言 語 の 対 応 理 論（the 
correspondence theory of language）」である。この
誤謬は，物とその特性に直接対応する単語によって言
葉は「論理的に」構成されると考える理論を示してい
る（CC, p.97）。そして，哲学者が「《語や命題やシン
ボルの体系が自然の客観的構造や法則を表象している

（あるいは世界には論理的構造が存在し，言語はそれ
を表象する）》と推論する傾向にある」（森 2018, 42頁）
という誤謬をバーリンは指摘している。この誤謬は言
い換えれば「論理的誤謬（logical fallacy）」といえる（CC, 
p.98）。
　二つ目の誤謬は「イオニア派の誤謬（the Ionian 
fallacy）」である。この誤謬は，「すべてのものが何
からできているかを意味ある形で問うことができ
る」（CC, p.99）という考え方を多くの哲学者がも
ち，その問いに対して「究極の構成要素（ultimate 
constituents）」である言語をもって回答することがで
きると想定する誤謬を指している。しかし，「非―経
験的」な意味において探究されたそれらの回答は，経
験によって否定することも疑うこともできないこと
から「無意味な（meaningless）」なものとなる（CC, 
p.100）。
　三つ目の誤謬は「安全性の追求（the search for 
security）である。これはデューイが「確実性の探究

（quest for certainty）」と呼んだものであり，「「不変
の命題に対する不可謬の知識」という絶対的な基礎を
見出そうする哲学者の心理的な欲求」（森 2018, 43頁）
を指している。しかし，先の「対応モデル」に対する
批判でも確認した通り，そのような確実性を主張する
ことは言語と世界が対応していると想定しない限り原
理的に不可能であり，コミュニケーションをとる場合
のように何かを発言するということは「リスク」を負
うことであるとバーリンは指摘する（CC, p.102）。
　以上，本節ではバーリンが哲学者として主張してい
た内容を，とりわけ論理実証主義批判の文脈において
理解してきた。その中でバーリンは，「対応モデル」
のもと世界を把握しようと試みた研究者らは三つの根
本的な誤謬によって思い違いをしていることを明らか
にした。そしてこのような主張は，彼の一元論批判と
も大きく関連している。つまり，「対応モデル」こそ
が一元論的思考そのものであり，その思考が含み込ん
でいる問題点を暴き出すという試みをこの哲学的な議
論を通しておこなっていたのである。一元論批判は，
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この後の『二つの自由概念』においてさらに明確な形
で示される。

４．二つの自由概念

　本節では，バーリン思想において最も注目されるこ
とが多い『二つの自由概念』（1958年）に着目し，彼
の言葉に即してその主張の概要を理解することを目指
す。また本稿の目的に照らして，哲学的な議論との連
続についても考察することとする。

4-1. 消極的自由
　『二つの自由概念』では，消極的自由が取り上げら
れた後に積極的自由について述べられている。そのた
め，まずは消極的自由についてバーリンがどのように
表現し，何を主張したかったのか確認していきたい。
　バーリンはまず，「他人によって自分の活動が干渉
されない程度に応じて，わたくしたちは自由だといわ
れる」（TCL, p.169＝Ⅱ , 304頁）ことを確認する。こ
の意味での自由は，他人に自分のしたいことを妨げら
れればその程度に応じて自由ではないと言うことがで
きるし，自分のしたいことができる範囲が最小限度以
下であったならば強制されていると言えることを表し
ている。
　このような自由の用法は，イギリスの古典的政治哲
学者たちと同じようなものであり，干渉を受けない範
囲がどの程度かについては意見が異なっているもの
の，無制限に範囲を広げることは考えていないという
点で共通した理解を有している。なぜなら，無制限に
範囲を広げるということは他者との衝突が無限に引き
起こされることにつながり，弱者が強者によって抑圧
される事態となるからである。
　バーリンは結局，自由の擁護とは干渉を防ぐという

「消極的な」目標に存すると述べる。そして続けて以
下のように詳述する。

自分で目的を選択する余地のない生活を甘受しない
からといって迫害をもって人を脅かすこと，その人
の前のすべての扉を閉ざしてしまってただ一つの扉
だけ開けておくこと，それは，その開いている扉の
指し示す前途がいかに立派なものであり，またその
ように設えた人々の動機がいかに親切なものであっ
たにしても，かれが人間である，自分自身で生きる
べき生活をもった存在であるという真実に対して罪
を犯すことである。（TCL, p.174 ＝Ⅱ , 313頁）

　
ここで言われていることは，彼が後年語っていること，

つまり，消極的自由とは「私にはいくつの扉が開いて
いるか」という問題として理解することができること
を意味している。「他の人々によって，故意にか間接
的にか，意図的でなくとも制度的にか，私が何をする
のを妨害されているか」（Jahanbegloo 2007, pp.40-41
＝66-67頁）という私の前にある障害に注意を払って
いるのである。
　このように，「～からの自由（liberty from）」とし
て把握される，または他者からの干渉の不在として説
明される「消極的自由」という概念は，上記のような
私の前にある障害を問題とし，次に取り上げる「積極
的自由」とは異なる問題として位置づけられているの
である。

4-2. 積極的自由
　バーリンは，自由という言葉の積極的な意味を，「自
分自身の主人でありたいという個人の側の願望からく
るもの」（TCL, p.178＝Ⅱ , 319頁）と説明する。先と
同じように後年に彼は，「誰がここの責任者か（Who 
is in charge here?），誰が管理しているのか（Who is 
in control?）」（Jahanbegloo 2007, p.40＝66頁）と言い
換え，誰が私を統治しているのか，私でないとしたら
いかなる権利によって統治しているのか，私が統治す
る権利を有しているとしたら放棄することができるの
か，またそれは取り返すことができるのか，などにつ
いて問題とすることが「積極的自由」であるとされる。
　先に示した通り，「消極的自由」と「積極的自由」
は別々の問題であるとされる。しかし，これらは異な
る方向に展開されたとしても，最終的には両者が衝突
する事態に陥るという。そのような事態を理解するた
めに，バーリンは自己支配（self-mastery）というメ
タファーを用いて説明する。
　人々は自己支配の過程で，支配する自我と服従され
るなにものかを自分の中に自覚する。支配する自我は，
理性などの「高次の本性（higher nature）」や「自律
的な（autonomous）」自我といったものと同一化され
る。他方で，このような支配する自我は「低次の本性

（lower nature）」や「他律的な（heteronomous）」自
我と対置されるとともに，「真実の（real）」本性へ高
めるための訓練を必要とする。二つの自我は，次第に
そのギャップを大きなものとし，次のように変化して
いく。

真の自我は個人的な自我（普通に理解される意味
で）よりももっと広大なもの，個人がそれの一要素
あるいは一局面であるようなひとつの社会的「全体

（whole）」―種族，民族，教会，国家，また生者・
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死者及びいまだ生まれざるものも含む大きな社会―
として考えられる。こうなるとその全体は，集団的
ないし「有機体的（organic）」な唯一の意志を反抗
するその「成員」に強いることによって，それ自身の，
したがってまたその成員たちの，「より高い」自由
を実現するところの「真」の自我と一体化される。

（TCL, p.179＝321頁）

要は，正義や公共の福祉などの目標を掲げると考えた
場合に，そのような目標は自ら望んで追求すべきもの
とされており，そのためそれらを追求しない人々は無
知で堕落した存在として認識され，だからこそ周りの
人間は彼らを「より高い」ところへ誘おうと働きかけ
てしまう過程を上記の説明によって示しているのであ
る（TCL, p.179＝322頁）。そして，このように自身を
支配する自我がより大きな自我（国家，国民，歴史等）
による支配と結びつくような「魔術的な変換」は，「消
極的自由」の内側にいる自我を同じような形で変容さ
せる。
　このように，バーリンは積極的自由の前提にある個
人の自我が，より大きな自我に容易に変換され一体化
されてしまう危険性を指摘する。積極的自由の検討を
通して，そのような積極的自由の帰結が人々が必要と
している必要最小限度の「消極的自由」までも奪って
しまうことをバーリンは強調するのである。
　
4-3. 一と多
　バーリンは『二つの自由概念』の最後に，「一と多

（The One and The Many）」という節を設け一元論
と多元論を対比的に論じている。消極的自由と積極的
自由について論じた上でこのテーマについて述べる理
由は，積極的自由の間違った想定について説明するた
めである。
　このテーマは，第３節で確認した哲学的な議論とも
通じる内容となっている。バーリンは，ある信仰を批
判する。それは，「とにかくどこかに究極的・最終的
な解決があるという信仰」（TCL, p.212＝382頁）である。
このような信仰は，最後に矛盾なくすべての価値が調
和することを前提としており，経験的に考えてもその
ような信仰は想定しえないとバーリンは批判する。
　我々が経験している世界は，そのような信仰ではな
く，あるものを実現すれば不可避的に他のものを犠牲
にしなければならない，そのような選択を迫られる世
界である。そして，先に示したような信仰は明らかに
誤りであり，諸価値の衝突や葛藤，それに伴う喪失の
悲劇というのは人間の生から完全に除去できないもの
であると指摘する。

　このような多元論に基づく世界の捉え方は，その維
持の難しさはあるものの，その考え自体を懐疑的に捉
えるものとはなりえない。つまり，そのような諸価値
の衝突や葛藤，そして喪失の悲劇といかに向き合い，
維持していくかを我々は問題とすべきであり，積極的
自由はその前提において一元論的に理解しているとい
う点で間違った想定をしているのである。そして，多
元論に基づくならば，我々ば消極的自由を擁護する立
場をとる必要がある。
　

５．消極的自由の価値

　ここからはさらに進んで，バーリンは多元論に基づ
き消極的自由を擁護する立場に立つことになったが，
その消極的自由の価値とはどのようなものであるのか
考察することとしたい。確かに，多元論に基づくこと
で一元論によって生じる危険性は回避できるかもしれ
ない。他方で，多元論的な世界では価値同士の対立が
問題となり，それらと向き合いつつ社会を維持してい
くことは容易ではない。彼は多元論に基づき，いかな
る価値を消極的自由に見出したのであろうか。以下で
は，『自由にとっての四つのエッセイ』（1969年）の「序
論」を参照することでその価値を明らかにしてみたい。
　バーリンは先の「序論」において，自身が『二つの
自由概念』で述べていた内容を修正している。彼はか
つて，「人間の欲求の充足に対して障害がないこと」
を（消極的）自由とみなしていた。しかし，この理解
では自分の欲望を消滅させることによって自由に達す
ることを認めることになってしまうことに気づくこと
となった。つまり，以前の考えでは自由にできないこ
とを望まなくなることによって自身の不自由を低減さ
せることができてしまうのであった。
　確かに，人々が自由であるためには思い通りにでき
ない願望を実現させようとするのではなく，できるだ
け取り除くことに注力すべきであるという立場も存在
するであろう。バーリンは，奴隷であったエピクテト
スが，「妨害を無視し，忘れ，「のりこえ」て，これを
意識しなくなることによって，私は平和と平静，他の
人々につきまとう恐怖と憎しみから超越した高貴な心
境に達しうる」（IN, p.31＝Ⅱ , 57頁）とし，その意味
において自分は主人よりも自由であると述べた例を取
り上げる。しかし，これはバーリンが語りたかった自
由ではない。彼は，「可能な選択や活動に障害がない
こと―人が歩もうと決意し得る路に障害が存在しない
こと―をも含むもの」（IN, p.32＝Ⅱ , 58頁）を自由と
して捉える。第４節においても確認した通り，私たち
にどれくらいの扉が開かれているか，どれくらい広く
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開かれているか，そしてそれらが私の生活にどれくら
い重要であるかが自由の理解と関わるのである。さら
に，そのような自由は現になしうる選択に限られるの
ではなく，これからなすかもしれない潜在的な選択に
障害がないことも意味している。
　このような主張は，以下のことを彼が強調したこと
でよりよく理解できるだろう。

個人や集団，そして建前として自由を享受できてい
る人にも，または自由がほとんど何の価値もなく
なってしまうような人にも意義のある程度の「消極
的」自由を行使できるための必要最小限の条件をこ
の社会・法体系は提供し損なっている。（IN, p.38＝
69頁）

彼は，子どもたちが鉱山や工場で働かされ，その両親
は貧困や病で苦しんでいるような状況において，法的
には好きなように教育を受けることができると主張す
ることは何の意味もなさないと述べる（ibid.）。それ
に対し，人間が自由を行使するにはある最小限度の条
件があり，それを下回ると人間の活動はいかなる意味
においても自由ではなくなるとバーリンは指摘する

（IN, p.44＝79頁）。すなわち，なるべく広範な選択肢
のもと選択することができるような条件を維持するこ
とは，我々が実際に自由を行使するためにも重要なの
である。消極的自由はその意味で，自由を行使する条
件に関わっていることがわかる。
　他方で，そのような条件を整備することに熱中しす
ぎてしまうと自由の価値が損なわれてしまう可能性が
あることも併せて考慮する必要がある（IN, pp.47-48 
= 83頁）。バーリンは，自由と自由を行使する条件を
区別することの重要性を指摘する。彼は，学校間に社
会的な格差があることによって社会的地位が再生産さ
れている状況を例に，その格差を是正することを目的
として画一的な初等中等教育を導入することは望まし
いと述べる。その理由は，社会的平等は本来的に必要
であり，教育の平等がもたらす自由な選択の機会はで
きるだけ多くの子どもたちに与えられなければならな
いからだとされる。このような主張に対する反論に，
バーリンは真っ向から否定することはしない。しかし，
ここで自由と自由を行使する条件を区別する必要性が
生じる。例えば，保護者は自分の子どもにどのような
教育を受けさせるのか自由に決定することができるべ
きであるという考えや，法的には有しているが機会が
ないから行使できない権利（選択の自由）を行使でき
るようにすべきといった考えが上記の例では挙げられ
るだろう。そして注意すべきは，後者の考えであれば

行使することができる条件を整備することが選択の自
由となり得るわけではないという点にある。我々は，
その条件整備こそが重要だと考えてしまうが，それが
そのまま自由を生み出すことにはつながらないことを
意識しなければならない。第３節を踏まえて言い換え
るとするならば，我々は自由そのものについて考える
という「厄介な」命題を，自由を行使するための条件
を整備するという「好ましい」命題へと翻訳すべきで
はないのである。
　この節についてまとめると次のようになる。消極的
自由は『二つの自由概念』においては自身の欲求と自
由が結びつけられる形で理解されていたが，後のこの
解釈を修正し，欲求と自由を切り離し，可能な選択や
活動に障害がないこととして理解されるようになっ
た。そして，そのような選択の可能性は潜在的なもの
も含まれており，そのためにも必要最小限の条件が重
要になることが確認された。しかし気をつけなければ
ならないのは，そのような条件を整備することと自由
を同一視してはならないということであり，それぞれ
は区別して把握されるべきものである。

６．おわりに
　
　本稿では，バーリン思想における初期に構想された
哲学的な議論からの連続のもとで二つの自由概念につ
いて理解し，さらに「消極的自由」の価値について明
らかにすることで教育学研究に対する示唆を得ること
を目的としていた。この目的のもと明らかにしてきた
ことは，次のようになる。
　オックスフォード大学の同僚とともに研究会を通し
て議論した内容は，主に論理実証主義者を批判するも
のであった。彼の議論は，論理実証主義者がある命題
と世界を一対一で対応させようとする「対応モデル」
に基づいて主張を展開していることを問題視し，その
ような思考の根底に三つの誤謬があることを指摘し
た。このような指摘を通して，「対応モデル」に基づ
く世界の把握には原理的な問題があることを明らかに
するとともに，のちに彼の思想の要となる一元論批判
の原型となっていたことを確認することができた。
　そのような彼の思想の初期の哲学的な議論は，『二
つの自由概念』にも影響を与えていた。彼はまず「消
極的自由」について論じ，そのポイントを「私にはい
くつの扉が開いているか」という比喩を用いて示した。
その含意は，私の目の前にある障害に注意を向けるも
のであった。続いて「積極的自由」について，「自己支配」
のメタファーをもとに，個人の自我がいつの間にか国
家をはじめとしたより大きな自我へと変換する様を描
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いていた。このメタファーによって，個人の自我が大
きな自我へと一体化する危険性を指摘するとともに，

「消極的自由」までも奪ってしまうことを説明した。
　そして哲学的な議論との連続が伺えるのが，積極的
自由が一元論的に世界を把握しているという批判を展
開している場面である。ここでは，どこかに究極的・
最終的な解決があり，諸価値は矛盾なく調和するとい
う信仰，つまり一元論的な考えを正面から批判する。
バーリンは，我々が経験しているのはそのような世界
ではなく，我々は諸価値が衝突したり葛藤したりしな
がら，それによって生じる喪失という悲劇を経験して
いるのである。このようなものは人間の生から除去で
きるものではなく，我々はいかにこのような多元論的
な世界のもとで生きていくかが問題となるのである。
そのため，積極的自由が想定する一元論的な世界の把
握は間違っており，多元論的な世界の把握のもと消極
的自由を擁護する必要性を主張するのである。
　そのような多元論に基づいて消極的自由の重要性を
主張するバーリンは，消極的自由の価値を自由を行使
するための条件として理解することに見出した。しか
し，そのような条件と自由は区別される必要があり，
条件を整備していくことの重要性は認識しつつも，「可
能な選択や活動に障害がないこと」という消極的自由
そのものの価値を忘れてはならないことが明らかと
なった。
　では，このようにして明らかになったバーリン思想
は教育学研究に対していかなる示唆を与えるだろう
か。ここではその一つとして，一元論的な世界の捉え
方に対する批判，自由を行使する条件に価値を見出し
ていたこと，そして哲学的な議論から連続している「対
応モデル」の問題を示唆としたい。より詳細に述べる
とするならば，次のようになる。バーリンの一元論批
判で明らかになったのは，積極的自由のもとでは「よ
り高い」とされる正義や公共の福祉といった大義名分
が追求すべき目標として位置づけられ，本来はあるは
ずの個々人が有する多様な価値が無視されて一体化し
てしまうという危険性であった。この危険性を回避す
るために重視されるのが消極的自由であり，その価値
は人々が潜在的なものも含めて選択することができる
範囲を可能な限り広げることに目を向けさせるととも
に，それが達成されるための条件を整備することにも
注意を払うことができるというものであった。しかし，
重要なのは消極的自由とその条件の整備は同一視され
るべきものではないという点にある。バーリンが哲学
的な議論で述べていたように，我々は本来は異なるは
ずの命題をある特定の命題へと翻訳しようとする。そ
れは，「厄介な」命題を「好ましい」命題へと翻訳し

なければ解決したり解消したりすることが難しいと考
えるからである。他方で，本稿ではどこかに究極的・
最終的な解決があると想定することをバーリンが批判
してきたことを確認してきた。そのことを踏まえる
と，いかに解決や解消が困難であるような問題であっ
ても，その問題をより理解しやすい形に翻訳すること
には慎重になるべきだろう。そして，そのことを理解
しつつも選択を迫られる世界においていかに消極的自
由そのものを価値あるものとして追求していけるかは
今後の筆者の課題となる。
　

【註】

１） アレントの思想から刺激を受けたことがないと
バーリンは語るとともに，「彼女は深淵な哲学的
ないし歴史学的思想について何の議論，何の証
拠も提出していないと思う」（Jahanbegloo 2007, 
p.82＝125頁）と評価している。

２） 「日常言語学派」とは，統一的な主張をなした党
派という意味ではなく，20世紀中頃にオックス
フォードを中心に日常的な言葉の使われ方を重視
したアプローチをとった哲学者たちの総称として
用いている（柏端 2019, 96-97頁）。また，1909年
生まれのバーリンに対して，オースティンは1911
年生まれで２歳年下，ストローソンは1919年生ま
れで10歳年下という関係であった。

３） バーリンは1940年に，ある哲学セミナーに参加し
ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインと同席し
た。その際，彼はウィトゲンシュタインとのやり
とりを通して，自身が哲学者として一流ではない
ことを悟ったことがうかがえる（Ignatieff  2000, 
pp.94-95＝104－105頁）。

４） （ⅰ）についての主張をまとめると次のようにな
る。バーリンは，「所与の文の検証可能性はその
理解可能性（intelligibility）に依存しているので
あり，その逆は真ではない」（CC, p.38）と述べ
た上で，文の意味を理解することは観察する，記
憶する，想像するといった行為に近いものである
と考える（森 2018, 39頁）。そして，文の有意味
性は検証の方法や基準によって判定されるもので
はなく，想像できるものの限界として把握するも
のであるとされる（CC, p.39）。

５） 『ハリネズミと狐』では，一元論者を一つの大き
なことを知っている「ハリネズミ」族に，多元論
者をたくさんのことを知っている「狐」族に分類
し，「一方では，一切のことを単一の基本的な見
解や体系に関連させ，それによって理解し考える



─ 212 ─

バーリン思想における「消極的自由」の教育学的意義
―　哲学的な議論との連続と展開　―

ような人々と，他方では，しばしば無関係で時
には互いに矛盾している多くの目的を追求する
人々」（濱 2021, 114頁）として喩えている。

６） 現在，「対応説（correspondence theory）」は「真
理の担い手である命題が真理メーカーである事実
と〈対応〉する場合に真となる」（須田 2024, 39
頁）と説明される。以上の定式化によって，真理
の担い手と真理メーカーとの関係が次の問題とな
るが，その詳細については，須田（2024）参照。
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